
なかお事務所 ダイジェスト！

２０１３．２月号
社会保険労務士事務所 なかお事務所報

なかお事務所の代表をしております、
特定社会保険労務士の中尾です。

今月は確定申告の開始月です。
まだまだ準備が終わっていませんが、

今年も2月中には申告したいと思っています。

○今月の特集

入社・退社の手続き

○今月の数字

＜13.5/1000＞

○ちょっと一服
さかなコーナー

金目鯛

「言わずと知れた高級魚」

ご あ い さ つ
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確定申告は、1年間の成績表をもらうようなものなので、どんな
結果になるのか楽しみでもあります。今年の飲み代はいくらに

なったかな？いやいや交際費ですね。

※ 顧問先さまには、より詳しい内容の
事務所報をお送りしています。



今月の特集：入社・退社時の手続き等

入社・退社時の手続きなどのご質問やご相談は、当事務所までお気軽にご連絡くださいませ。
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3月は年度末でもあり、退職される方も多くなります。また、4月には入社される方が多いと思います。
そこで、『入社、退社の手続き』を今月の特集にしました。

★退社時の役所への手続き

＜ハローワーク（雇用保険加入者）＞

★辞める方から頂くもの

★辞める方へお渡しするもの

★労務管理で必要なもの

★その他用意していただく書類

★その他
＜健康診断＞

健康診断は、入社時と年に1回健康診断を行う必要があります。対象となる人は正社員と一定の条件を満たし
たパート・アルバイトの方です。

※ただし、入社3ヶ月前までに健康診断を受けている場合、その結果を提出してもらうことで入社時の健康診断
を省略することができます。（労働安全衛生規則 第43条但書）

・雇用保険の喪失届

・離職票の発行（本人が希望する場合）

・社会保険の喪失届

・退職届（解雇以外の理由での退社の場合頂いてください。）

・保険証。扶養の方がいる場合、扶養者全員分の保険証の回収も必要です。

・その他： 事務所や机のカギ、社員証、会社貸出しの備品などがあればそれも返却してもらいましょう。

● 源泉徴収票 ● 退職証明書（本人が希望する場合）

● 退職金（退職金制度がある会社） ● 預り金や積立金（従業員から預かっている金品）

＜年金事務所（社会保険加入者）＞

在籍期間が数ヶ月で失業保険（基本手当）がもらえ
ないとしても、本人が離職票を希望した場合、発行
義務が生じますので必ず手続きをしてください。

保険証の回収をお忘れなく！（扶養の方がいる場
合、扶養者全員分の保険証の回収も必要です。）
もし、保険証が回収できない場合は、「保険証回収
不能届」を年金事務所へ提出します。

退 社 時 に 必 要 な 主 な 手 続 き

入 社 時 に 必 要 な 主 な 手 続 き

・雇用契約書（労働条件通知書）

・雇用保険の加入手続き⇒週20時間以上働く人は加入が必要です。

・社会保険の加入手続き⇒パート・アルバイトの人でも加入が必要な場合があります。

・前職の源泉徴収票

・雇用保険証：雇用保険の加入手続きに必要です。

・年金番号（年金手帳に記載されている番号）：社会保険の加入手続きに必要です。



今月の数字 ＜13.5/1000＞

編集後記ちょっと一息さかなコーナー

私事ながら、今年は後厄なんです。

去年も大変いい年だったので「厄年なん
か関係ない。」と思っていましたが、

今年は年明けから風邪で寝込んだり、腰
痛が悪化したりと、

あまりよくないスタートだったので、遅れば
せながら初詣を兼ねて厄払いに行ってこ
ようかと思います。

厄を払っていい年にしたいです。

（平成２５年２月号）

キンメダイは言わずと知れた
高級魚ですね。
程よい脂で刺身でも鍋でも
おいしい魚です。

キンメダイは名前の通り、目が光って見えます。
これは目から光が出ているのではなく、眼底に光をよく反射す
る機能があるからです。
網膜の後ろにタペータムと呼ばれる光の反射膜を持っている
ためで、この膜が一度網膜に入った光をもう一度再利用して
物がよく見えるようにしているそうです。

また、体の色が赤いのも深海に住む魚の特徴で、深海では赤
い色が深さになると赤色の光線はすべて吸収されてしまい
真っ黒にしか見ず、目立たなくなります。

他にもアコウ、オニカサゴ、キンキなども体色が赤い魚がいま
す。

キンメダイは普段水深２００ｍ以上の深海に棲息していて、寿
命は１５年と長生きです。
また、大きなものは体長５０ｃｍほどになります。

寒い日は、コタツに入りながら、刺身、鍋、しゃぶしゃぶ、煮つ
けなど、キンメダイのフルコースで日本酒を飲みたいですね。

あ～贅沢！
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この数字は、平成25年度の雇用保険料率です。

数年に1回、雇用保険料率が変更になります。今年度の雇用保険料率は、去年度の保険料率が据え置
かれますので変更はございません。

平成25年4月1日から平成26年3月31日までの雇用
保険料率は右表のとおりです。

雇用保険料は、社会保険とは違い、労使折半では
なく若干会社負担の方が多くなっていますので、給与
天引きの際には注意が必要です。

また、3月（4月納付分）から健康保険料が改定になる
予定ですが、こちらはまだ発表になっていません。

2月中には公表されると思いますので、来月号でお知
らせできると思います。

なかお事務所
特定社会保険労務士・行政書士

代表 中尾 宏昭

埼玉県志木市本町5-13-28
和智ビル603

メール： info@nakao-jimusho.com
Ｈ Ｐ ： http://nakao-jimusho.com
T E L ：048-476-5753


